
お 取 引 先 NEWSお取引先ご紹介

Company Profile 

ち
ょ
っ
と
お
得
な
マ
ネ
ー
＆
ラ
イ
フ
入
門

第
139
回

給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し
た
場
合
の
税
額
控
除
と
し
て
の
賃
上
げ
促
進
税
制
が
令
和
6
年
4

月
1
日
開
始
事
業
年
度
か
ら
見
直
し
さ
れ
ま
す
。
改
め
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

賃
上
げ
促
進
税
制
が
見
直
し
！

繰
越
控
除
措
置
の
創
設
が
ポ
イ
ン
ト
！

岩田 まり子
Mariko Iwata

大阪シティ信用
金庫提携のライ
オン橋税理士法
人パートナー税
理士。大阪商工会
議所セミナー講
師などを務める。

今
回
の
ポ
イ
ン
ト
！

い
つ
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
か
？

　
法
人
の
場
合
は
令
和
6
年
4
月
1
日

か
ら
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
に
開
始

さ
れ
る
事
業
年
度
か
ら
対
象
で
す
。

　
個
人
事
業
の
場
合
は
令
和
7
年
か
ら

令
和
9
年
の
各
年
が
対
象
で
す
。

５
年
間
の
繰
越
控
除
措
置
の
創
設
！

　
赤
字
等
の
理
由
で
賃
上
げ
の
要
件
を

満
た
し
て
い
て
も
税
額
控
除
が
使
え
な

か
っ
た
、使
い
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、そ

の
金
額
の
5
年
間
の
繰
越
が
可
能
と
な

り
ま
し
た
。

女
性
活
躍
と
子
育
て
に
関
す
る「
く
る

み
ん
」や「
え
る
ぼ
し
」認
定
企
業
へ
の

上
乗
せ

　
一
定
の
認
定
を
受
け
て
い
る
企
業
に

つ
い
て
は
税
額
控
除
率
が
上
乗
せ
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

記
載
漏
れ
に
注
意
！

　
繰
越
控
除
の
創
設
に
よ
り
新
事
業
年

度
か
ら
は
必
ず
賃
上
げ
促
進
税
制
の
チ

ェ
ッ
ク
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
！

株式会社丸新製作所 〈生野中支店〉

益山 憲一 社長 1 昨年12月に完成の新工場　2 最新機器を案内する益山社長　3 検品作業　4 多彩な精密製品

1 2 3 4

〒 577-0835
東大阪市柏田西2-14-25
TEL 06-6728-9066
事業内容
ガス機器部品、バルブ部品、電
機部品、各種コックおよび付属
部品、自動車・自転車部品、建
築金物部品等の精密切削加工

創業 1950年4月
株式会社設立 1999年10月
従業員数 30人

（2024年3月現在）

積
極
的
な
設
備
投
資
で
業
績
を
拡
大

　

ガ
ス
機
器
、
住
宅
設
備
や
電
気
部

品
な
ど
の
多
種
多
彩
な
精
密
部
品
を

製
造
し
て
い
る
株
式
会
社
丸
新
製
作

所
。創
業
は
１
９
５
０
年
、益
山
憲
一

社
長
の
父
、
喜
雄
さ
ん
が
大
阪
市
で

ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
類
の
金
属
部
品
の

製
造
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
真

鍮
加
工
を
専
門
分
野
に
技
術
を
高
め
、

積
極
的
に
最
新
の
機
器
を
導
入
し
ま

し
た
。「
一
時
期
、
赤
字
の
連
続
で
、

新
機
種
の
導
入
は
思
い
切
っ
た
決
断

で
し
た
。
新
た
な
機
械
を
次
々
と
導

入
す
る
こ
と
で
加
工
の
可
能
性
が
広

が
り
、
新
規
受
注
を
獲
得
で
き
ま
し

た
」と
益
山
社
長
は
語
っ
て
い
ま
す
。

　
最
新
機
器
を
積
極
的
に
導
入
し
、
真し
ん

鍮ち
ゅ
う、

ア
ル
ミ
を
専
門
に
精
密
切
削
加
工
を
手
掛
け

て
い
ま
す
。
お
客
さ
ま
に
喜
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
に
「
品
質
と
信
頼
性
」
を
追
求
し
、

社
会
に
貢
献
で
き
る
企
業
を
目
指
し
て
社
員

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

［ 

会
社
の
紹
介 

］

早
め
の
設
備
投
資
が
功
を
奏
し
、
業

績
を
拡
大
し
ま
し
た
。

　

同
社
が
得
意
と
し
て
い
る
の
は
、

Ｎ
Ｃ
自
動
旋
盤
な
ど
を
使
っ
た
高
精

度
の
切
削
加
工
。
主
軸
と
し
て
い
る

ガ
ス
機
器
部
品
の
場
合
、
火
の
出
る

ノ
ズ
ル
部
分
の
加
工
は
、
ミ
ク
ロ
ン

単
位
の
精
度
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ

の
真
鍮
加
工
で
培
っ
て
き
た
刃
物
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
や
切
削
上
の
工
夫
を
生

か
し
、
柔
ら
か
い
特
性
を
も
つ
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
の
加
工
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鉛
が
Ｒo
Ｈ
Ｓ（
電
気
・
電
子

機
器
に
お
け
る
特
定
有
害
物
質
使
用

制
限
指
令
）に
指
定
さ
れ
、真
鍮
製
品

を「
鉛
レ
ス
」材
に
変
更
す
る
動
き
が

あ
り
、
同
社
で
は
こ
れ
に
対
応
し
て

「
鉛
レ
ス
」材
の
加
工
を
主
体
と
し
た

新
工
場
を
昨
年
12
月
に
建
設
し
ま
し

た
。

　

最
新
機
器
の
導
入
に
よ
っ
て
５
年

前
か
ら
24
時
間
操
業
体
制
を
実
施
。

高
性
能
の
機
器
類
を
１
０
０
％
使
い

こ
な
す
に
は
、
社
員
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
技
術
や
応
用
力
も
必
要
で
す
。

現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
や
タ
イ
か
ら
の
外

国
人
労
働
者
に
も
一
流
の
職
人
を
目

指
し
て
技
術
を
磨
い
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。「
新
工
場
の
玄
関
ロ
ビ
ー
に

『
感
謝
』
と
い
う
大
き
な
額
を
か
け

ま
し
た
。
お
客
さ
ま
や
社
員
へ
の
感

謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら

も
挑
戦
を
続
け
て
い
き
た
い
」と
益

山
社
長
。
同
社
の
未
来
像
に
つ
い
て

は「
省
力
化
、
無
人
化
が
目
標
で
す
。

次
世
代
の
工
場
経
営
に
向
け
て
の
準

備
と
し
て
、
そ
れ
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

と
、
意
欲
た
っ
ぷ
り
で
す
。

最
新
機
器
を
駆
使
し
て

精
密
切
削
加
工
部
品
を
提
供

「
鉛
レ
ス
」材
加
工
の
た
め
に

新
工
場
建
設

省
力
化
、
無
人
化
の
工
場
を

目
標
に
挑
戦
を

必須要件（賃上げ要件）

中
堅
企
業
向
け（
新
設
）

中
小
企
業
向
け

上乗せ要件①
教育訓練費※２

〈適用対象〉�青色申告書を提出する中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）
または従業員数1,000人以下の個人事業主

〈適用対象〉�青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主 ※4

�(その企業およびその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く)

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※5（新設）

※未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する
明細書」を提出する必要があります。

税額控除額
450を翌年
度以降に繰
越し※

●�未控除額450のうち、控除上限額
までの300をX+3年度で控除
●�控除上限額を超過する150を翌年
度以降に繰越し※

※１ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の
20％　※２ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05％以上である場合に限り、
適用可能。　※３ プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定およびプラチナえるぼし認定については、適用事業年度終了の日において認定を取得している
場合、くるみん認定、くるみんプラス認定およびえるぼし認定（二段階目～三段階目）については、適用事業年度中に認定を取得した場合が対象。ただし、くるみん認定
およびくるみんプラス認定については、令和４年４月１日以降の基準を満たしたくるみん認定を取得した場合に限り、適用可能。　※4 資本金10億円以上かつ従業員
数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表およびその旨の届出が必要。　※5 未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生し
た年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出が必要。また、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用
者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

※中小企業庁パンフレットを基に作成

　　　　　　　　　繰越控除措置のイメージ　　　　　　　　　

　　　　　　　　　賃上げ促進税制の強化　　　　　　　　　

前年度比＋１０％
⇒税額控除率を
５%上乗せ

前年度比＋5％
⇒税額控除率を
10%上乗せ

中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能となりました

X年度（赤字） X+１年度
X+2年度 （赤字）

X+3年度（黒字） X+4年度
X+5年度 （黒字）

繰越
控除額
300

法人税
控除上限額
300

未控除額
150

繰越控除額
150

プラチナくるみん ｏｒ
えるぼし三段階目以上

⇒税額控除率を ５%上乗せ

上乗せ要件②（新設）
子育てとの両立・女性活躍支援

くるみん以上 ｏｒ
えるぼし二段階目以上

⇒税額控除率を ５%上乗せ

未控除額
450 税額控除

なし

賃上げ額
1,500（前年度から2.5％以上増加）

→税額控除額＝450
(賃上げ額の30％)

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比） 税額控除率※1

＋３％ １０％
＋４％ ２５％

全雇用者の
給与等支給額（前年度比） 税額控除率※1

＋1.5％ １5％
＋2.5％ 30％

法人税額
1,500�控除上限額＝300

 (法人税額の20％)

法人税額
0 法人税額

0

繰越し繰越し

繰越し繰越し

（単位：千円）
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